
河内長野市では、「協働のまちづくり」をまちづく

りの理念の一つとして掲げ、市民、事業者、行政が

「協働」しつつ、自ら考え自ら実行する「自律的なま

ちづくり」の実現を目指しています。

昨今、市民の意識が、「ものの豊かさ」から「心の

豊かさ」に変化するとともに、市民からのニーズも

かつてないほどに複雑化・多様化しています。

これに対応するためには、協働が必要不可欠であ

ることから、「市民公益活動支援及び協働促進に関す

る指針」が平成１８年１２月に策定されました。

この指針では、市民公益活動の活性化や協働の促

進を総合的に進める拠点が必要であるとしているこ

とから、元大阪法務局堺支局河内長野出張所を改修

し、平成１９年１１月２９

日に市民公益活動支

援センター（るーぷ

らざ）をオープンし

ました。

市民公益活動を支援し活性化を図るとともに、協

働を促進し、公益の増進に寄与するという施設の設

置目的を実現するため、次のような機能を有するこ

ととしました。

○情報の収集・提供機能

市民公益活動を促進するための情報（イベント

や団体情報など）、活動支援のための情報（助成金

情報など）、協働の促進に関する情報（地域の情報

など）など様々な情報を収集・提供します。

○人材育成機能

市民公益活動団体自身が力をつけ、さらに活発

に活動できるような取組や市民公益活動の活性化

や協働促進につながる人材の育成を行います。ま

た、個人に向けた市民公益活動への参加促進を行

います。

○相談・助言機能

市民公益活動を実施するうえでの各種課題に対す

る相談・助言を行います。また、これから活動を始

めたいという人に対して相談・助言を行います。

○立ち上げ支援機能

市民公益活動団体の立ち上げのため、場所の提

供などの支援を行います。

○コーディネート機能

ボランティアしたい人としてほしい人とをつな

いだり、目的が同じ団体同士や様々な主体をつな

いだりして、より効果的に市民公益活動が展開さ

れるよう支援や協働を促進します。

○ネットワーク支援機能

テーマ型組織同士、地域型組織同士をはじめ、

様々な組織間のネットワークを促進し、より効果

的に市民公益活動が展開されるよう支援します。

【１階】

○情報スペース

市民公益活動や協働に関する様々な情報を収

集・提供するためのスペースで、インターネット

や参考図書から情報を収集することができます。

○交流スペース

利用者同士が自由に交流を行うスペースです。

○ワークスペース

各スペースの概要

施設の機能

はじめに
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団体のチラシや資料などを作成するためのスペー

スで、印刷機、紙折り機などの設備を備えています。

○ミーティングスペース

急な打ち合わせや、簡単なミーティング、また、

交流会やラウンドテーブル（課題の共有と情報交

換、交流の場）など多目的に利用できるオープン

スペースです。

○相談スペース

市民公益活動に関して相談を行うスペースです。

【２階】

○貸事務ブーススペース

簡単な事務所として利用できるスペースです。

○（仮称）市民公益活動支援センター整備に関する

提言…平成１８年１２月

施設の機能や設備、管理運営などの具体的な検

討を行うために、すべて公募市民で構成された

「（仮称）市民公益活動支援センター検討委員会」

を平成１８年６月に発足しました。

どのようにすれば幅広く市民公益活動を支援で

きる拠点となるのか、計１１回に及ぶ検討を重ね提

言が提出されました。本センターは、この提言を

最大限尊重したものとなっています。

○指定管理者の公募…平成１９年７月

運営の安定性、公平性、継続性の確保、また、

民間の能力やノウハウを幅広く活用することで、

多様化する市民ニーズにより効果的に対応でき、

また、経費の節減等も図られることから、指定管

理者制度を導入しました。

申請資格は、施設の設置目的等を考慮すると、

市内の市民公益活動の状況をよく知っていること、

機能発揮のための事業展開、専門性を有している

ことが必要であることから、施設の設置目的を理

解し、市域を中心に市民公益活動を行っている法

人その他の団体としました。広く公募を行い、申請

団体を公正に審査した結果、受託団体を「かわちな

がの市民公益活動推進委員会」に決定しました。

○愛称決定…平成１９年９月

愛称は、市民から公募し、「るーぷらざ」に決定

しました。これは、ｌｏｏｐ（輪）とｐｌａｚａ（広場）

を組み合わせた造語で、心の糸でつながっている

人たちの活動の場をイメージし、協働でより良い

まちが実現するようにという願いが込められたも

のです。

るーぷらざの開館を機に、市民のために使命と責

任を持ち、施設の機能を発揮するノウハウを有する

指定管理者と市が、お互いに持ちうる特性を重ね合

わせ、協力・連携を進めていきます。

そして、今後は、施設の基本的な役割である市民

公益活動の活性化、ネットワークづくりの促進、協

働の促進をさらに進めるとともに、テーマ型組織や

地域で活動する自治会など様々な公益活動を行って

いる人たちも含め、より多くの方々に市民公益活動

の拠点として幅広く利用してもらえるよう努めたい

と考えています。

所 在 地　河内長野市昭栄町８番１２号

構　　造　鉄筋コンクリート造２階建て

延床面積　３０６ｍ２

開館時間　午前９時～午後９時

休 館 日　毎週火曜日・年末年始（１２月３０日～１月４日）

電　　話　０７２１－５３－８１００

Ｆ Ａ Ｘ　０７２１－５３－８０３０

施設概要

協働によるまちづくりに向けて

開館までの経過
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河内長野市企画総務部市民協働室自治協働課（問い合わせ：０７２１－５３－１１１１）
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